スカウティング契約書

本スカウティング契約書（以下「本契約」という。）は、●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●（個人または法人名。以下「乙」という。）との間で、以下のとおり締結する。

第1条（目的）
甲は、スポーツ選手その他タレント候補者の発掘・評価・獲得のために乙へスカウティング業務を委託し、乙はこれを受託する。本契約は、当該業務の内容、権利義務、成果物の取扱い等を定めることを目的とする。

第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は以下のとおりとする。
1. 「スカウティング対象者」とは、乙が甲の委託に基づき、甲の組織・チーム・事業への加入候補として調査・評価を行う人物をいう。
2. 「スカウティング情報」とは、対象者の能力、成績、経歴、人格、健康状態その他甲が判断するために必要な情報をいう。
3. 「成果物」とは、乙がスカウティング業務の遂行により作成した報告書、資料、データその他一切の情報物をいう。

第3条（業務内容）
1. 乙が行うスカウティング業務は以下のとおりとする。
（1）スカウティング対象者の発掘、調査、評価
（2）試合・大会・イベント等の視察
（3）対象者およびその関係者との面談・ヒアリング
（4）成果物（レポートおよび評価資料）の作成
（5）甲の指示に基づくその他必要な業務
2. 乙は、業務遂行にあたり、甲のブランド、評判、信用を損なう行為をしてはならない。

第4条（業務遂行の方法）
1. 乙は、自己の裁量と責任において業務を遂行するものとする。ただし、甲から業務遂行方法に関する合理的な指示があった場合はこれに従うものとする。
2. 乙は、業務遂行に必要な資格、能力、経験を有し、適切な注意義務をもって業務を行う。
3. 乙は、対象者との接触に際し、甲の名誉を損ねる行為、虚偽の説明、強引な勧誘その他不適切な行為をしてはならない。

第5条（報酬）
1. 甲は、乙に対し、以下の報酬を支払う。
（1）基本報酬：●●円（税別）／月
（2）成功報酬：乙の推薦に基づき対象者が正式契約に至った場合、契約金の●％
2. 支払条件、支払時期その他詳細は、別途甲乙協議のうえ定める。
3. 乙は、本件報酬以外にいかなる名目の追加報酬も請求できないものとする。

第6条（費用負担）
1. 視察費、移動費、宿泊費その他業務遂行に伴う実費については、原則として乙の負担とする。
2. ただし、甲が事前に書面で承認した費用については、実費精算により甲が負担する。

第7条（秘密保持）
1. 乙は、業務遂行により知り得たスカウティング情報、成果物、甲の事業内容、内部情報その他一切の非公開情報（以下「秘密情報」という。）を第三者に漏えいしてはならない。
2. 乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、その他の目的に使用してはならない。
3. 本条の義務は、本契約終了後●年間有効に存続する。

第8条（成果物の帰属）
1. 成果物に関する著作権その他一切の権利は甲に帰属するものとする。
2. 乙は、成果物の複製・利用・第三者への提供を甲の書面承諾なく行ってはならない。

第9条（禁止事項）
乙は、以下の行為をしてはならない。
1. スカウティング対象者への虚偽説明、誤解を生む行為
2. 金銭その他の利益供与による不正な勧誘
3. 甲の信用・評判を損なう行為
4. 対象者に対し、甲との契約締結を保証する旨の発言
5. 本契約に反する情報の使用および漏えい

第10条（個人情報の取扱い）
1. 乙は、対象者に関する個人情報を、個人情報保護法その他関係法令に従い適切に取り扱う。
2. 乙は、対象者への説明・同意取得について、甲が別途定めるガイドラインに従う。

第11条（再委託の禁止）
乙は、甲の書面による事前承諾なく、第三者に業務の全部または一部を再委託してはならない。

第12条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、締結日から●年間とする。
2. 契約期間満了の●日前までに、甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件で1年間自動更新される。

第13条（契約解除）
甲または乙は、以下の事由が生じた場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。
1. 本契約に重大な違反があった場合
2. 虚偽報告、不正行為、信用失墜行為があった場合
3. 支払停止、破産手続開始申立てなど経営状態の悪化が明らかな場合
4. 反社会的勢力との関与が判明した場合

第14条（損害賠償）
1. 甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該損害（弁護士費用を含む。）を賠償しなければならない。
2. 乙の故意・過失により甲が対象者または第三者との紛争に巻き込まれた場合、乙はその責任を負う。

第15条（反社会的勢力の排除）
1. 甲および乙は、暴力団等の反社会的勢力に属さず、またこれと関係を有しないことを保証する。
2. 前項に反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。

第16条（契約終了後の措置）
1. 契約終了後、乙は速やかに秘密情報および成果物を甲へ返還し、または甲の指示に従い廃棄する。
2. 契約終了後も、第7条（秘密保持）、第14条（損害賠償）は存続する。

第17条（協議事項）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決を図る。

第18条（合意管轄）
本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結を証するため、本書二通を作成し、甲乙各1通を保有する。

●年●月●日

甲：●●株式会社
住所：
代表者名：

乙：●●
住所：
代表者名（または本人氏名）：

